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４ 水質の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）水質監視地点に係る検査結果 
 
 本県では、平成４年１２月２１日付け厚生省生活衛生局水道環境部長通知「水道水質に関する基
準の制定について」及び「水道水質管理計画の策定について」に基づき、平成６年３月に「熊本県水
道水質管理計画」を策定しましたが、計画策定後の水道法及び水質基準の改正等により現状に合わな
くなったことから、当該計画を平成１８年３月に改定しています。 
 この計画では、将来にわたって水道水の安全性の確保等に万全を期する観点から、水道水源の水質
の状況や長期的な変動を把握し、また、その結果を基に適切な浄水処理を行う必要があることから、
県内の水道事業者の協力を得て、表流水（河川・ダム水）については、水道事業者等が取水している
主要な水系毎に、また、地下水については取水量の多い地域を含むように水質監視地点を設定してい
ます。 
 なお、水質監視地点として、県内の主要水源を３５箇所（熊本市は２１箇所）選定していますが、
その水源については、水質基準以外の水質管理目標設定項目等の検査を実施することとしています。 
  また、平成１５年１０月１０日付けの局長通知により要検討項目とされたダイオキシン類について
は、当分の間、水質監視地点３５箇所のうち８箇所の監視地点で原水の水質検査を実施することとし
ています。 
  平成２５年度の当該計画に基づく水質検査結果は以下のとおりです。                         
                               
ア ダイオキシン類     

 
 番号 

 
     水道事業者等 

 
  水源 
  種別 

 
  水質監視地点名 

      検査結果 

 
 ( pg-TEQ/L) 

  最大見積 
 ( pg-TEQ/L)

  １  八代生活環境事務組合  表流水  氷川ダム  0.013  ＜0.014 

  ２  上天草・宇城水道企業団  表流水  球磨川   浄水  0.0011

  原水  0.0089

  ３  天草市  表流水  亀川ダム  0.016  ＜0.017 

  ４  天草市  表流水  ヤイラギダム  0.051  ＜0.051 

  ５  玉名市  浅井戸  溝上水源地  0.000036  ＜0.0039 

  ６  大津菊陽水道企業団  湧水  第１水源地  0.0039  ＜0.0059 

  ７  八代市  浅井戸  第１水源地  0.00079  ＜0.0033 

  ８  天草市  深井戸  佐伊津第２水源地  0.0091  ＜0.010 
 
                                                                                          

※ 検査結果は毒性当量（pg-TEQ/L）で示します。                     
※ 要検討項目であるダイオキシン類の目標値（暫定値）は1pg-TEQ/Lです。 
※ ダイオキシン類には多くの異性体がありますが、その毒性の強さはそれぞれ異なっています。 

このため、ダイオキシン類の異性体の中で最も毒性が強い2,3,7,8四塩化ジベンゾ－パラ－ジオ
キシンの毒性を１として、その他のダイオキシン類の異性体の毒性を換算し合計した値を毒性
当量（pg-TEQ/L）として表現しています。 

※ 実測濃度が検出下限値未満の場合には、検出下限値の1/2の値に毒性当価係数を乗じて算出し、
   数値の左側に(＜)と記載し最大見積としています。 
 
イ 水質管理目標設定項目 
    水質監視計画では、表流水及び地下水とも水道水源の原水水質が最も悪化していると考えられ 

る時期に、年に１回以上実施することとしています。 
  このために、平成２５年度に県内の水質監視地点で実施された原水及び浄水の水質検査結果は、
 水道法第24条の２の規定に基づき各水道事業者ごとに公表されています。 

また、水道水質データーベース（http://www.jwwa.or.jp/mizu/or_up.html）では全国の水道事業者等
が実施した水道水の水質検査結果の概要が掲載されています。 

＜0.010
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大

き
く
変

わ
る
お
そ
れ

が
少

な
い
と
認

め
ら
れ

る
場

合
（
過

去
３
年

間
に
水

源
の

種
別

、
取

水
地

点
又

は
浄

水
方

法
を
変

更
し
た
場

合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い

て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
５
分

の
１
以

下
で
あ
る
と
き

は
、
概

ね
１
年
に
１
回

以
上

と
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い
て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
１
０
分
の

１
以

下
で
あ
る
と
き
は

、
概

ね
３
年

に
１
回

以
上

と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

備
　
　
　
　
　
考

健 　 　 　 康 　 　 　 に 　 　 　 関 　 　 　 す 　 　 　 る 　 　 　 項 　 　 　 目

概
ね

１
月

に
１
回

以
上

（
回

数
の

減
は

不
可

）
不

可

当
該

事
項

に
つ
い
て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１
を
越

え
た
こ
と
が

な
く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に
水

源
及

び
そ
の

周
辺

の
状

況
を
勘

案
し
、
検

査
を
行

う
必

要
が

な
い

こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
場

合
、
省

略
可

。

ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
法

（
陰

ｲ
ｵ
ﾝ
）

概
ね

３
月

に
１
回

以
上

（
水

源
に
水

又
は

汚
染

物
質

を
排

出
す
る
施

設
の

設
置

の
状

況
等

か
ら
、
原

水
の

水
質

が
大

き
く
変

わ
る
お
そ
れ

が
少

な
い
と
認

め
ら
れ

る
場

合
（
過

去
３
年
間

に
水

源
の

種
別

、
取

水
地

点
又

は
浄

水
方

法
を
変

更
し
た
場

合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い

て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
５
分
の

１
以

下
で
あ
る
と
き

は
、
概

ね
１
年

に
１
回

以
上

と
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い
て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
１
０
分
の

１
以

下
で
あ
る
と
き
は

、
概

ね
３
年

に
１
回

以
上

と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

不
可
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区
分

番
号

否
　

　
　

可
　

　
　

の
　

　
　

略
　

　
　

省
数

　
　

　
回

　
　

　
査

　
　

　
検

法
　

方
　

査
　

検
値

　
　

準
　

　
基

名
　

　
目

　
　

項            

1
4
四

塩
化

炭
素

0
.0

0
2
m

g/
L
以

下
Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

有
機

物

1
5
１
，
４
－

ｼ
ﾞｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

0
.0

5
m

g/
L
以

下
Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ

法
、
固

相
抽

出
-
Ｇ
Ｃ
-
Ｍ
Ｓ
法

〃

1
6
ｼ
ｽ
－

1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
及

び
ﾄﾗ

ﾝ
ｽ
－

1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.0

4
m

g/
L
以

下
〃

1
7
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

0
.0

2
m

g/
L
以

下
〃

1
8
ﾃ
ﾄﾗ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.0

1
m

g/
L
以

下
〃

1
9
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.0

1
m

g/
L
以

下
〃

2
0
ﾍ
ﾞﾝ
ｾ
ﾞﾝ

0
.0

1
m

g/
L
以

下
〃

2
1
塩

素
酸

0
.6

m
g/

L
以

下
ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
法

消
毒

副
生

成
物

2
2
ｸ
ﾛ
ﾛ
酢

酸
0
.0

2
m

g/
L
以

下
溶

媒
抽

出
‐
誘

導
体

化
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

液
体

ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
-
質

量
分

析
計

に
よ

る
一

斉
分

析
法

〃

2
3
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾎ
ﾙ
ﾑ

0
.0

6
m

g/
L
以

下
Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

〃

2
4
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
酢

酸
0
.0

3
m

g/
L
以

下
溶

媒
抽

出
‐
誘

導
体

化
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

液
体

ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
-
質

量
分

析
計

に
よ

る
一

斉
分

析
法

〃

2
5
ｼ
ﾞﾌ
ﾞﾛ
ﾓ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

0
.1

m
g/

L
以

下
Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

〃

2
6
臭

素
酸

0
.0

1
m

g/
L
以

下
ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
‐
ﾎ
ﾟｽ
ﾄｶ

ﾗ
ﾑ
吸

光
光

度
法

当
該

事
項

に
つ
い
て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１
を
越

え
た
こ
と
が

な
く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に
水

源
及

び
そ
の

周
辺

の
状

況
を
勘

案
し
、
検

査
を
行

う
必

要
が

な
い

こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
場

合
、
省

略
可

。
（
浄

水
処

理
に
オ
ゾ
ン
処

理
、
消

毒
に
次

亜
塩

素
酸

を
用

い
る

場
合

不
可
。
）

〃

2
7
総

ﾄﾘ
ﾊ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

0
.1

m
g/

L
以

下
固

相
抽

出
－

Ｈ
Ｐ
Ｌ
Ｃ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐

Ｍ
Ｓ
法

、
全

有
機

炭
素

計
測

定
法

、
ｶ
ﾞ

ﾗ
ｽ
電

極
法

2
8
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
酢

酸
0
.0

3
m

g/
L
以

下
溶

媒
抽

出
‐
誘

導
体

化
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

液
体

ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
-
質

量
分

析
計

に
よ

る
一

斉
分

析
法

消
毒

副
生

成
物

2
9
ﾌ
ﾞﾛ
ﾓ
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

0
.0

3
m

g/
L
以

下
〃

3
0
ﾌ
ﾞﾛ
ﾓ
ﾎ
ﾙ
ﾑ

0
.0

9
m

g/
L
以

下
〃

3
1
ﾎ
ﾙ
ﾑ
ｱ
ﾙ
ﾃ
ﾞﾋ
ﾄﾞ

0
.0

8
m

g/
L
以

下
溶

媒
抽

出
‐
誘

導
体

化
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

〃

3
2
亜

鉛
及

び
そ
の

化
合

物
1
.0

m
g/

L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ

原
子

吸
光

光
度

法
、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐

M
S
法

金
属

類

3
3
ｱ
ﾙ
ﾐﾆ

ｳ
ﾑ
及

び
そ
の

化
合

物
0
.2

m
g/

L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐
M

S
法

〃

3
4
鉄

及
び
そ
の

化
合

物
0
.3

m
g/

L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ

原
子

吸
光

光
度

法
、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐

M
S
法

〃

3
5
銅

及
び
そ
の

化
合

物
1
.0

m
g/

L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ

原
子

吸
光

光
度

法
、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐

M
S
法

〃

3
6
ﾅ
ﾄﾘ
ｳ
ﾑ
及

び
そ
の

化
合

物
2
0
0
m

g/
L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ

原
子

吸
光

光
度

法
、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐

M
S
法

、
ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
法

（
陽

ｲ
ｵ
ﾝ
）

無
機

物

3
7
ﾏ
ﾝ
ｶ
ﾞﾝ
及

び
そ
の

化
合

物
0
.0

5
m

g/
L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
ﾚ
ｽ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ

原
子

吸
光

光
度

法
、
ＩＣ

Ｐ
法

、
ＩＣ

Ｐ
‐

M
S
法

金
属

類

当
該

事
項

に
つ
い
て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１
を
越

え
た
こ
と
が

な
く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に
水

源
及

び
そ
の

周
辺

の
状

況
並

び
に
薬

品
等

及
び
資

機
材

等
の

使
用

状
況

を
勘

案
し
、
検

査
を
行

う
必

要
が

な
い
こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
場

合
、
省

略
可

。

概
ね

３
月

に
１
回

以
上

（
回

数
の

減
は

不
可

）

概
ね

３
月

に
１
回

以
上

（
水

源
に
水

又
は

汚
染

物
質

を
排

出
す
る
施

設
の

設
置

の
状

況
等

か
ら
、
原

水
の

水
質

が
大

き
く
変

わ
る
お
そ
れ

が
少

な
い
と
認

め
ら
れ

る
場

合
（
過

去
３
年
間

に
水

源
の

種
別

、
取

水
地

点
又

は
浄

水
方

法
を
変

更
し
た
場

合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い

て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
５
分
の

１
以

下
で
あ
る
と
き

は
、
概

ね
１
年

に
１
回

以
上

と
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い
て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
１
０
分
の

１
以

下
で
あ
る
と
き
は

、
概

ね
３
年

に
１
回

以
上

と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

当
該

事
項

に
つ
い
て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１
を
越

え
た
こ
と
が

な
く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に
水

源
及

び
そ
の

周
辺

の
状

況
を
勘

案
し
、
検

査
を
行

う
必

要
が

な
い

こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
場

合
、
省

略
可

。

性 　 状 　 に 　 関 　 す 　 る 　 項 　 目

備
　
　
　
　
　
考

健 康 に 関 す る 項 目

概
ね

３
月

に
１
回

以
上

（
水

源
に
水

又
は

汚
染

物
質

を
排

出
す
る
施

設
の

設
置

の
状

況
等

か
ら
、
原

水
の

水
質

が
大

き
く
変

わ
る
お
そ
れ

が
少

な
い
と
認

め
ら
れ

る
場

合
（
過

去
３
年

間
に
水

源
の

種
別

、
取

水
地

点
又

は
浄

水
方

法
を
変

更
し
た
場

合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い

て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
５
分

の
１
以

下
で
あ
る
と
き

は
、
概

ね
１
年
に
１
回

以
上

と
、
過

去
３
年

間
に
お
け
る
当

該
事

項
に
つ
い
て
の

検
査

結
果

が
、
基

準
値

の
１
０
分

の
１
以

下
で
あ
る
と
き
は

、
概

ね
３
年

に
１
回

以
上

と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
）

当
該

事
項

に
つ
い
て
の

過
去

の
検

査
結

果
が

基
準

値
の

２
分

の
１
を
越

え
た
こ
と
が

な
く
、
か

つ
、
原

水
並

び
に
水

源
及

び
そ
の

周
辺

の
状

況
（
地

下
水

を
水

源
と
す
る
場

合
は

、
近

傍
の

地
域

に
お
け
る
地

下
水

の
状

況
を
含

む
。
）
を
勘

案
し
、
検

査
を
行

う
必

要
が

な
い
こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る
と
認

め
ら
れ

る
場

合
、
省

略
可

。

Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

不
可

消
毒

副
生

成
物

２
２
，
２
４
，
２
８
，
２
９
の

濃
度

の
総

和

Ｐ
Ｔ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

、
Ｈ
Ｓ
‐
Ｇ
Ｃ
‐
Ｍ
Ｓ
法

不
可
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項            

3
8
塩

化
物

ｲ
ｵ
ﾝ

2
0
0
m

g/
L
以

下
ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
法

（
陰

ｲ
ｵ
ﾝ
）
、
滴

定
法

概
ね

１
月

に
１
回

以
上

（
自

動
連

続
測

定
・
記

録
を
し
て
い
る
場

合
、
概

ね
３
月

に
１
回

以
上

と
す
る
こ
と
が

可
。
）

不
可

そ
の

他

3
9
ｶ
ﾙ
ｼ
ｳ
ﾑ
､ﾏ

ｸ
ﾞﾈ
ｼ
ｳ
ﾑ
等

（
硬

度
）

3
0
0
m

g/
L
以

下
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾑ
原

子
吸

光
光

度
法

、
ＩＣ

Ｐ
法

、
Ｉ

Ｃ
Ｐ
‐
M

S
法

、
ｲ
ｵ
ﾝ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄｸ

ﾞﾗ
ﾌ
法

（
陽

ｲ
ｵ
ﾝ
）
、
滴

定
法

無
機

物

4
0
蒸

発
残

留
物

5
0
0
m

g/
L
以

下
重

量
法
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イ　①水質管理目標設定項目
考　　　備　　　名　　目　　項　　　

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物

定暫物合化のそび及ﾝﾗｳ2

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物

4 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

5 ﾄﾙｴﾝ

6 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

7 亜塩素酸

8 二酸化塩素

定暫ﾙﾘﾄﾆﾄｾｱﾛﾛｸﾞｼ9

定暫ﾙｰﾗﾛｸ水抱01

11 農薬類

12 残留塩素

13 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）

14 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

15 遊離炭酸

16 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

17 ﾒﾁﾙｰt-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ

18 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）

19 臭気強度（ＴＯＮ）

20 蒸発残留物

21 濁度

度程5.7値Ｈｐ22

23 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）

定暫菌細養栄属従42

25 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

26 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物

農薬の総量評価
Ａ農薬の検出濃度 Ｂ農薬の検出濃度
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
Ａ農薬の目標値　  Ｂ農薬の目標値　

0.3mg/L以下

0.02mg/L以下

3mg/L以下

検出濃度が定量下限値を下回った場合、当該農薬の濃度は０として取り扱う。

ｰ1程度以上とし、極力０に近
づける。

1ｍｌの検水で形成される集
落数が2,000以下

0.1mg/L以下

１度以下

１　≦＋

0.08mg/L以下

0.6mg/L以下

0.6mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、
0.1mg/L以下

30mg/L以上200mg/L以下

1mg/L以下

10mg/L以上100mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、
0.01mg/L以下

20mg/L以下

0.004mg/L以下

目　標　値

ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、
0.02mg/L以下

ｳﾗﾝの量に関して、
0.002mg/L以下

ﾆｯｹﾙの量に関して、
0.02mg/L以下

3以下

0.4mg/L以下

0.01mg/L以下

0.02mg/L以下

検出値と目標値の比の和と
して、１以下
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イ　②水質管理目標設定項目（農薬類）

農　　薬　　名 用　途
目標値
（mg/L）

農　　薬　　名 用　途
目標値
（mg/L）

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)(注1) 殺虫剤 0.05 60 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ（注8） 殺菌剤 0.006
2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) 除草剤 0.08 61 ﾁｱｼﾞﾆﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.1
3 2,4-D(2,4-PA) 除草剤 0.03 62 ﾁｳﾗﾑ 殺虫剤、殺菌剤 0.02
4 EPＮ(注2) 殺虫剤 0.004 63 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 殺虫剤 0.08
5 MCPA 除草剤 0.005 64 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.3
6 ｱｼｭﾗﾑ 除草剤 0.2 65 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 除草剤 0.02
7 ｱｾﾌｪｰﾄ 殺虫剤、殺菌剤 0.006 66 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC) 除草剤 0.02
8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 除草剤 0.01 67 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 除草剤 0.006
9 ｱﾆﾛﾎｽ 除草剤 0.003 68 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP) 殺虫剤 0.005

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ 殺虫剤 0.006
11 ｱﾗｸﾛｰﾙ 除草剤 0.03
12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ（注2） 殺虫剤 0.008 70 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 除草剤 0.06
13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ（注2） 殺菌剤 0.001 71 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 除草剤 0.03
14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) 殺虫剤 0.01 72 ﾊﾟﾗｺｰﾄ 除草剤 0.005

73 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 除草剤 0.0009
74 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ 除草剤 0.01

16 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP) 殺菌剤 0.09 75 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 除草剤 0.004
17 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.006 76 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ） 除草剤 0.02
18 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 除草剤 0.009 77 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 殺虫剤 0.002
19 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 除草剤 0.03 78 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 除草剤 0.02
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ,EDDP) 殺菌剤 0.006 79 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.04
21 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 殺虫剤、殺菌剤 0.08 80 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.0005
22 ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 殺菌剤 0.004
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）（注3） 殺虫剤 0.01
24 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ 除草剤 0.02 82 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC) 殺虫剤、殺菌剤 0.03
25 ｵｷｼﾝ銅（有機銅） 殺虫剤、殺菌剤 0.03 83 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.05
26 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.1 84 ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP)（注9） 殺虫剤 0.006
27 ｶｽﾞｻﾎｽ 殺虫剤 0.0006 85 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP) 殺虫剤、殺菌剤 0.007
28 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 殺虫剤、除草剤 0.008 86 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 除草剤 0.01

87 ﾌｻﾗｲﾄﾞ 殺虫剤、殺菌剤 0.1
88 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 除草剤 0.03

30 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) 殺虫剤 0.05 89 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ（注2） 除草剤 0.02
31 ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 殺虫剤、殺菌剤 0.04 90 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.02
32 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 代謝物 0.005 91 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 殺菌剤 0.03
33 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN) 除草剤 0.005 92 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 除草剤 0.05
34 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 殺菌剤 0.3 93 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺菌剤 0.09
35 ｸﾐﾙﾛﾝ 除草剤 0.03 94 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 殺虫剤 0.004
36 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ（注5） 除草剤 2 95 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 殺菌剤 0.05

96 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 除草剤 0.05
97 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.05

38 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 除草剤 0.02 98 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 殺虫剤、除草剤 0.1
39 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)（注6） 除草剤 0.0001 99 ﾍﾞﾉﾐﾙ（注10） 殺菌剤 0.02
40 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（注2） 殺虫剤 0.003 100 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.1
41 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN) 殺虫剤、殺菌剤 0.05 101 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ 除草剤 0.09
42 ｼｱﾅｼﾞﾝ 除草剤 0.004 102 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 除草剤 0.004
43 ｼｱﾉﾎｽ（CYAP) 殺虫剤 0.003 103 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 除草剤 0.2
44 ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU) 除草剤 0.02
45 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN) 除草剤 0.01
46 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP) 殺虫剤 0.008 105 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 殺虫剤、殺菌剤 0.04
47 ｼﾞｸﾜｯﾄ 除草剤 0.005 106 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ） 除草剤 0.01
48 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ） 殺虫剤 0.004 107 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 除草剤 0.07
49 ｼﾞﾁｱﾉﾝ 殺菌剤 0.03 108 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 殺虫剤 0.003

0.005 109 ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）（注2） 殺虫剤 0.05
（二硫化炭素として） 110 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（MCPP) 除草剤 0.05

51 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 除草剤 0.009 111 ﾒｿﾐﾙ 殺虫剤 0.03
52 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 除草剤 0.006 112 ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）（注8） 殺虫剤 0.01
53 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 除草剤 0.003 113 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.06
54 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 除草剤 0.02 114 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP) 殺虫剤 0.004
55 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 殺虫剤 0.05 115 ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 除草剤 0.03
56 ｼﾒﾄﾘﾝ 除草剤 0.03 116 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 殺虫剤、殺菌剤 0.04
57 ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ 除草剤 0.003 117 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 除草剤 0.03
58 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ（注2） 殺虫剤、殺菌剤 0.005 118 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 除草剤 0.02

119 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 殺虫剤、殺菌剤 0.1
120 ﾓﾘﾈｰﾄ 除草剤 0.005

（注3）ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）の濃度は、代謝物であるｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝｽﾙﾌｪｰﾄ）の濃度と合計して算出すること。
（注4）ｶﾙﾀｯﾌﾟの濃度は、ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝとして測定し、ｶﾙﾀｯﾌﾟに換算して算出すること。
（注5）ｸﾞﾘﾎｻｰﾄの濃度は、代謝物であるｱﾐﾉﾒﾁﾙﾘﾝ酸（AMPA)と合計して算出すること。
（注6）ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP)の濃度は、CNP-ｱﾐﾉ体の濃度と合計して算出すること。

（注8）ﾀｿﾞﾒｯﾄ及びﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）濃度は、ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ（MITC）として測定し、原体に換算して算出すること。

（注10）ﾍﾞﾉﾐﾙの濃度は、ﾒﾁﾙ-2-ﾍﾞﾝﾂｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ（MBC）として測定し、ﾍﾞﾉﾐﾙに換算して算出すること。

殺虫剤、殺菌剤

植物成長調整剤
0.003

15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT) 殺虫剤、殺菌剤

植物成長調整剤
0.3

81 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP)（注2）

29 ｶﾙﾀｯﾌﾟ（注4）

除草剤

植物成長調整剤
0.02

ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬（注７） 殺虫剤、殺菌剤

殺虫剤、殺菌剤
除草剤 0.3

（注2）EPN、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ｲｿﾌｪﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP）、ﾌﾞﾀﾐﾎｽ及びﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）の濃度については、
　　　　それぞれのｵｷｿﾝ体の濃度と合計して算出すること。

除草剤

植物成長調整剤
0.3104 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ

50

殺虫剤、殺菌剤
除草剤 0.8

（注1）1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)の濃度は、ｼｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝの濃度を合計して算出すること。

（注7）ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬の濃度は、ｼﾞﾈﾌﾞ、ｼﾞﾗﾑ、ﾁｳﾗﾑ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ、ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ、ﾏﾝｾﾞﾌﾞ（ﾏﾝｺｾﾞﾌﾞ）及びﾏﾝﾈﾌﾞの濃度を
　　　　二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

（注9）ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP)の濃度は、酸化物であるMPPｽﾙﾎｷｼﾄﾞ、MPPｽﾙﾎﾝ、MPPｵｷｿﾝ、MPPｵｷｿﾝｽﾙﾎｷｼﾄﾞ及びMPPｵｷｿﾝ
　　　　ｽﾙﾎﾝの濃度と合計して算出すること。

69 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 殺虫剤、殺菌剤

植物成長調整剤
0.08

59 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ

37 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ
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番号 項目 目標値（㎎／ℓ）
－物合化のそび及銀1
7.0物合化のそび及ﾑｳﾘﾞﾊ2

－物合化のそび及ｽﾏｽﾞﾋ3
70.0物合化のそび及ﾝﾞﾃﾞﾌﾘﾓ4
5000.0ﾞﾄﾐｱﾙﾘｸｱ5

－酸ﾙﾘｸｱ6
）値定暫（80000.0ﾙｰｵﾞｼﾗﾄｽｴ－β－717
）値定暫（20000.0ﾙｰｵﾞｼﾗﾄｽｴ－ﾙﾆﾁｴ8
5.0）ＡＴＤＥ（酸酢四ﾝﾐｱﾞｼﾝﾚﾁｴ9
）値定暫（4000.0ﾝﾘﾞﾄﾋﾛﾛｸﾟﾋｴ01
200.0ﾙﾆﾞﾋ化塩11

－ﾙﾆﾞﾋ酸酢21
－ﾝｴﾙﾄﾉﾐｱﾞｼ-4,231
－ﾝｴﾙﾄﾉﾐｱﾞｼ-6,241
－ﾝﾘﾆｱﾙﾁﾒﾞｼーＮ，Ｎ51
20.0ﾝﾚﾁｽ61

1類ﾝｼｷｵｲﾞﾀ71 pgＴＥＱ／Ｌ（暫定値）
－ﾝﾐﾗﾄﾃﾝﾚﾁｴﾘﾄ81
）値定暫（3.0ﾙｰﾉｪﾌﾙﾆﾉ91
）値定暫（1.0Aﾙｰﾉｪﾌｽﾞﾋ02

－ﾝﾞｼﾗﾞﾄﾋ12
－ﾝｴﾞｼﾀﾞﾌ－2,122
－ﾝｴﾞｼﾀﾞﾌ－3,132
10.0）ﾙﾁﾞﾌ－ｎ（ﾞｼ酸ﾙﾀﾌ42
）値定暫（5.0ﾙﾞｼﾝﾞﾍﾙﾁﾞﾌ酸ﾙﾀﾌ52
）値定暫（8000.0ＲＬ－ﾝﾁｽｷﾛｸﾐ62
）値定暫（＊6000.0物合化ずす機有72

－酸酢ﾛﾛｸﾓﾛﾞﾌ82
－酸酢ﾛﾛｸﾞｼﾓﾛﾞﾌ92
－酸酢ﾛﾛｸﾓﾛﾞﾌﾞｼ03
－酸酢ﾓﾛﾞﾌ13
－酸酢ﾓﾛﾞﾌﾞｼ23
－酸酢ﾓﾛﾞﾌﾘﾄ33
－ﾙﾘﾄﾆﾄｾｱﾛﾛｸﾘﾄ43
－ﾙﾘﾄﾆﾄｾｱﾛﾛｸﾓﾛﾞﾌ53
60.0ﾙﾘﾄﾆﾄｾｱﾓﾛﾞﾌﾞｼ63

－ﾞﾄﾋﾞﾃﾙｱﾄｾｱ73
100.0ＸＭ83
4.0ﾝﾚｼｷ93
520.0酸素塩過04

－）ＳＯＦＰ（酸ﾝﾎﾙｽﾝﾀｸｵﾛｵﾙﾌｰﾟﾊ14
－）ＡＯＦＰ（酸ﾝﾀｸｵﾛｵﾙﾌｰﾟﾊ24
1000.0）ＡＭＤＮ（ﾝﾐｱﾙﾁﾒﾞｼｿﾛﾄﾆ－Ｎ34

44 ｱﾆﾘﾝ 0.02
1000.0ﾝﾘﾉｷ54
20.0ﾝﾞｾﾝﾞﾍﾛﾛｸﾘﾄ-3,2,164
2.0）ＡＴＮ（酸酢三ﾛﾘﾄﾆ74

＊ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞｵｷｻｲﾄﾞの目標値

ウ　要検討項目

水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について（平成4年12月21日
付け衛水第270号
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